
 

 

 

滋賀県汚水処理施設整備構想２０２６（原案）に対する県民政策コメントの 

結果および計画案について 

 

 

１ 県民政策コメントの結果 

令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月２４日（水）までの間、滋賀県民政策コメントに関する

要綱（平成12年滋賀県告示第236号）に基づき、滋賀県汚水処理施設整備構想２０２６（原案）に

ついての意見・情報の募集を行った結果、10名（団体を含む）の方から、27件の意見・情報が寄

せられました。 

これらの意見等に対する滋賀県の考え方は別紙のとおりです。 

なお、取りまとめにあたり、提出された意見等の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容を

要約しております。 

 
２ 提出された意見等の内訳 

項目 件数 

構想全般への意見等 ５件 

下水道区域の精査に関する意見等 ５件 

災害対応に関する意見等 ９件 

合併浄化槽の整備に関する意見等 ５件 

その他の意見等 ３件 

合計 ２７件 

 
３ 今後の予定 

令和８年３月11日 常任委員会へ報告（県民政策コメント結果・計画案） 

令和８年３月末   滋賀県汚水処理施設整備構想 2026 策定・公表 

 
 

 

 

 

 

 

 

環境・農水常任委員会 資料７ 
令和８年（2026 年）３月 11 日 
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課
         循 環 社 会 推 進 課 
   下 水 道 課
    森 林 保 全 課 
農政水産部 農  村  振  興  課 
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（参考）これまでの経過 

【令和５年度の対応】 

・11 月 13 日  下水道審議会（諮問） 

・ １ 月 2 9 日 下水道審議会基本計画部会にて見直しの基本方針を審議 

・ ３ 月 1 3 日 構想見直しガイドライン策定および市町向け説明会開催 

 

【令和６年度の対応】 

・ ７ 月 2 9 日 下水道協議会へ報告 

・10 月 28 日  下水道審議会基本計画部会にて中間報告（骨子案提示） 

・ ３ 月 1 1 日 常任委員会へ報告（骨子案提示） 

 

【令和７年度の対応】 

・ ６ 月 2 6 日 下水道審議会基本計画部会にて素案の審議 

・ ７ 月 2 9 日 下水道協議会へ報告 

・ ８ 月 2 5 日 下水道審議会基本計画部会にて答申案の審議 

・ ９ 月 2 5 日 下水道審議会（答申） 

・ 1 0 月 ９ 日 常任委員会へ報告（原案提示） 

・11 月 25 日  県民政策コメントの実施 

～12 月 24 日  
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「滋賀県汚水処理施設整備構想2026（原案）」に対して提出された意見・情報とそれらに対する考え方

項目 意見等（要約） 意見等に関する考え方

1

老朽施設の適切な更新計画等は、県民の安心安全な生活環
境の維持に寄与するため、滋賀県民の持続可能な生活基盤
を支えるためにもこの計画案のとおり推進して欲しい。

いただいた御意見を参考に、引き続き汚水処理施設の整備
を進めてまいります。

2

短期的かつ費用抑制にもつながる可能性がある合併浄化槽
を必要に応じて活用すべきであり、人口減少が見込まれる
中、下水道区域を拡大することは、費用対効果に見合わな
いのではないか。

将来の人口減少を見据えた費用対効果を検討することは非
常に重要と考えています。
原案においても、各種汚水処理施設の建設費および維持管
理費をライフサイクルコストとして比較し、経済性の評価
をした上で、地域ごとに施工性や地域特性、産業立地の状
況等を踏まえ、総合的に判断し見直しを行っています。
なお、いただいた御意見は今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。

3

農業集落排水施設の更新やコミュニティプラントを整備す
るなど、人口減少にも柔軟に対応できるよう整備区域の検
討をしてもらいたい。

No.2に同じ

4

災害時は、下水道と浄化槽の特性が異なるため、複数の汚
水処理方式が併存する構造のほうが地域の機能維持向上に
つながるのではないか。

原案においては、災害時における迅速な復旧や強靭性の観
点を踏まえつつ、地域特性に応じた汚水処理施設の選定を
行っています。
なお、いただいた御意見は今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。

5
全国的にも下水道が行政の財政を圧迫しているのは明らか
である中、未だ下水道を推進する理由は何か。

No.2に同じ

6

災害時の復旧性の観点では、下水道と浄化槽の特性が異な
るため、複数の汚水処理方式が併存する構造の方が地域の
機能維持向上につながると考える。

No.4に同じ

7

非常時の機能確保や強靭性の観点から、集約型処理を見直
し、分散型処理を積極的に取り入れた整備計画が望まれ
る。

No.4に同じ

8

更新費用や維持管理費、災害対応、人口減少地域対策を含
めた将来負担について、丁寧かつ具体的な計画提示が必要
である。

更新費用や維持管理費、災害対応、人口減少地域対策を含
めた将来負担の詳細検討については、下水道ストックマネ

ジメント計画1)や経営戦略2)、最適整備構想3)で丁寧かつ具
体的な検討しているため、原案のとおりとします。なお、
御意見を踏まえ今後の検討の参考とさせていただきます。

１）下水道ストックマネジメント計画：長期的な視点で下
水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順
位付けを行ったうえで、施設の点検・調査等を実施し、施
設全体を対象とした維持管理を最適化することを目的とし
た計画

２）経営戦略：下水道事業が将来にわたって安定的にサー
ビスを提供し続けるために策定する中長期的な経営の基本
計画

３）最適整備構想：農業集落排水施設が将来にわたって安
定した汚水処理機能を維持・向上するに必要な対策方法
（修繕や更新、統廃合など）を定める長期的な方針・計画

9

災害時に下水道管への影響が大規模になっている中で、下
水普及を進める事はないのではないか。

No.4に同じ

10

熊本の震災時に、浄化槽の処理機能は問題がないという事
例もある為、下水道の普及に並行して、浄化槽の設置普及
を拡大していくほうが良いと思う。

No.4に同じ

11
人口減少、下水道設備改修費の増が見込まれる中で、さら
に下水道計画区域を拡大する新構想（案）で下水道事業の
採算はとれるのか。

No.2に同じ

12

将来人口の見直しと下水道全体計画区域の見直しとの整合
はとれているのか。

原案は、P13 に記載している方針により、最新の情報を用
いて将来人口の見直しを行っています。今後の下水道全体
計画区域の見直し時には、原案と整合を図り見直しを行い
ます。

13

集合処理から個別処理に見直し、もっと早期に汚水処理人
口普及率１００％を目指すべきではないか。

汚水処理施設の整備については、地元の要望や市町におけ
る各種施策を勘案して、各市町が地域ごとに総合的に判断
しているところですが、いただいた御意見を参考に早期に
整備完了が図れるよう努めてまいります。

別紙 
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項目 意見等（要約） 意見等に関する考え方

14

積極的に浄化槽整備区域を設定し合併処理浄化槽による汚
水処理を進めるべきではないか。

No.13に同じ

15

浄化槽の工事、維持管理業者等の業務継続と中山間地域等
における雇用創出を図るためにもバランスのとれた汚水処
理施設整備とするべきではないか。

中山間地域における汚水処理施設は費用対効果等を十分に
考慮したうえで見直しを行っております。業務継続および
雇用創出の観点も参考にして、今後も引き続き検討を進め
てまいります。

16

防災・減災、国土強靭化の観点から不測の事態も想定した
汚水処理施設整備とするべきではないか。

No.4に同じ

17

新構想（案）の「１－２汚水処理施設の種類」において、
令和元年浄化槽法の改正により市町村による浄化槽処理促
進区域の指定（下水道処理区域および予定処理区域を除
く）および公共浄化槽の設置制度が創設されているが欠落
しているものと思われる。

原案における汚水処理施設の種類において、個別処理の合
併処理浄化槽には個人設置型の浄化槽と公共浄化槽が含ま
れます。現時点で本県には浄化槽処理促進区域および公共
浄化槽は存在しませんが、引き続き市町に周知を図ってま
いります。

18

人口減少時代における財政の持続可能性、そして地域に応
じた最適な汚水処理体系のあり方という観点から、本構想
については今一度、慎重に再考されるべきではないだろう
か。

No.2とNo.4に同じ

19

Ｐ２１　中期スケジュールの「ＭＨＰ保守点検の共同化」
と「Ｗ－ＰＰＰ」について、略語であるため説明が必要だ
と思います。

御意見を踏まえ、「MHP保守点検の共同化」については、
「マンホールポンプ保守点検の共同化」に修正し、「W-
PPP」については、「ウォーターPPP」に修正しました。ま
た、P21 表６の下段にウォーターPPPの説明を追記します。

※ウォーターPPP（内閣府ホームページより）
水道、工業用水道、下水道について、PPP/PFI推進アクショ
ンプラン期間の10年間(R4-R13)において、コンセッション
に段階的に移行するための官民連携方式（管理・更新一体
マネジメント方式）を公共施設等運営事業と併せて
「ウォーターPPP」として導入拡大を図る。

20

Ｐ２１　中期スケジュールの「下水道台帳の共有化」につ
いて「（デジタルデータ化する）」の追記が必要と思いま
す。
早期に３Ｄモデル設計・施工・維持管理に関する情報を統
合一元管理に移行する事を目標としたらと思います。

滋賀県および県内19市町の下水道台帳については、GISを基
盤とする台帳システムとして電子化していることから、原
案のとおりとします。ただし、設計・施工・維持管理に関
する情報を統合一元管理に移行する事は効率的な維持管理
の推進に重要であると考えておりますので、いただいた御
意見は今後の施策推進の参考とさせていただきます。

21

「財源確保」に「汚泥リサイクルによる処分コスト削減の
研究」追記してはいかがか？
リサイクル関連について、コスト的に継続研究が必要と考
えますので今回の構想に記載することで適正予算の確保を
お願いしたい。

いただいた御意見は、資源有効利用に関する御意見ですの
で、原案のとおりとします。
なお、いただいたご意見は今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。

22

下水道を維持し続けることが本当に合理的であるのか、あ
るいは浄化槽へ転換した方が効率的・持続的と考えられる
区域が存在しないかを、丁寧に洗い出していただくことを
要望します。

No.2に同じ

23

防災・減災の観点から浄化槽は下水道に比べ、財政面で大
きな利点があると考えます。このような特性を踏まえ、汚
水処理施設を防災インフラの一部として捉えた整備のあり
方についても、あわせて検討していただきたいと考えま
す。

No.4に同じ

24

災害時に公共の避難所となる施設については、大型の浄化
槽を整備するとともに、停電時や断水時でも稼働できる非
常用電源等の設備を併設することを、今後の施設整備・更
新計画の中で検討していただきたいと考えます。
持続可能な汚水処理体系と、災害に強い地域づくりの両立
を図るため、浄化槽の役割をこれまで以上に重視した構想
の具体化を期待します。

防災・減災の観点からの浄化槽の活用も有効であると考え
ていますが、平時における維持管理の負担等も勘案して検
討が必要になります。いただいた御意見を今後の施策推進
の参考とさせていただきます。

25

今後、下水道施設の耐用年数が超過していく施設が増えて
いくことに対して、下水道を推進することはこれまで以上
の財政負担が必要になるのではないでしょうか。

No.2に同じ

26

災害時には下水道の機能が停止することもあるため、下水
道施設を拡大する方針は災害対策の観点から見直す必要が
あるのではないでしょうか。

No.4に同じ

27

集落排水施設を止め、公共浄化槽にて再整備された事例も
あると聞き及んでおり、費用抑制につながる可能性がある
のならば、将来負担についてより丁寧な見通しの計画が必
要ではないでしょうか。

汚水処理施設の整備については、地元の要望や市町におけ
る各種施策を勘案して、各市町が地域ごとに総合的に判断
しているところですが、費用対効果や将来負担の抑制の観
点も参考とさせていただきます。
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１ 見直しの背景と目的

２ 目標年次

滋賀県汚水処理施設整備構想2026（案）【概要版】 令和●年●月

４ 見直しの結果

表２ 集合処理施設の数

表１ 見直し計画値（汚水処理形態別人口と普及率）

図１ 滋賀県汚水処理施設整備構想図2026表３ 滋賀県汚水処理事業広域化・共同化計画

３ 見直しのポイント

本県は都道府県構想として、平成10年に「滋賀県汚水処理施設整備構想」を策定し、現在は平成28年に見直し
た「滋賀県汚水処理施設整備構想2016」に基づき、県および市町において、下水道、集落排水施設、合併浄化槽
等の汚水処理施設の整備を進めているところである。しかしながら、県内の人口動態および産業立地の状況など
の社会情勢の変化や老朽化による更新需要の拡大が見込まれる中、より一層の効率的な施設整備と持続可能な
運営を行っていく必要があることから、 現構想（2016）の見直しを行った。
また、都道府県構想の一部として令和４年12月１日に策定した「滋賀県汚水処理事業広域化・共同化計画」につ
いてもあわせて見直しを行った。

■基準年（現況） 令和 ４年度
■中間計画の目標年次 令和１７年度（策定から10年後）
■長期計画の目標年次 令和２７年度（整備の完了年度（100％））

①下水道計画区域の精査
未普及地域や人口減少が進む地域を対象に下水道区域の精査を行い、合併浄化槽区域への転換を検討した。

②人口フレームの設定
最新の将来人口予測※を基本とし、市町において目標年次の将来人口を設定した。
※国立社会保障・人口問題研究所が公表する値（令和５年12月公表）や市町の人口ビジョンなど

③開発計画の確認
産業立地に関する施策や事業所への調査等を踏まえ、開発計画に必要な区域と発生汚水量を確認した。

④集落排水施設および単独公共下水道の老朽化対策と流域下水道への統合検討
⑤し尿処理の在り方およびし尿処理施設の老朽化対策と流域下水道への統合検討
老朽化が進行する各汚水処理施設の更新費・維持管理費の削減や効率的な運営管理のため、各市町で施設
の統廃合を検討した。⇒広域化・共同化計画への反映

①汚水処理形態別人口と普及率
■新構想(2026)における汚水処理形態別人口普及率は、現構想（2016）と比較して下水道の割合は0.9ポ
イント増加、農業集落排水施設は0.3ポイント減少、合併浄化槽は0.5ポイント減少となった。

■将来において開発計画が見込まれない区域を下水道区域から浄化槽区域に見直し、また開発動向にあわ
せて一部の下水道区域と浄化槽区域を交換。

■人口減少を踏まえた区域見直しは、地元調整等に時間を要することから、今後も検討を進めていく。

③し尿処理および浄化槽事業と下水道の連携
■将来人口の減少や下水道整備に伴う汚水処理人口の変化等により、
し尿や浄化槽汚泥の発生量は今後減少することから、し尿処理施
設の整備時期や下水道施設の能力、周辺環境等を考慮した上で、し尿

および浄化槽汚泥を流域下水道へ投入することについて市町の意向を
確認した。令和7年度末時点では、４つのし尿処理施設が既に流域下水
道へ投入済みであり、今回新たに３つのし尿処理施設が投入する意向
があることから、継続的に検討を進める。

④広域化・共同化計画の見直し
■ハード面のメニュー：農業集落排水施設、単独公共下水道施設お
よびし尿処理施設の統合の３つの連携メニューとする。引き続き
各市町と滋賀県で個別協議を進めていく。

■ソフト面のメニュー：各市町における汚水処理事業の現状と課題
を踏まえて、優先的に取り組む項目を設定し、各項目についての
評価を行い、今後も維持管理業務の共同化等に向け、引き続き勉
強会や情報交換を実施する。

■「持続性向上のための上下水道事業連携ワーキンググループ」の
議論を今後反映していく。

②集落排水施設および単独公共下水道の統廃合
■老朽化が進行している集落排水施設の統廃合については、各市町が施設ごとに検討を行った結果、令和5年度
から令和27年度までに113施設の農業集落排水施設が流域下水道へ統合する（７施設増）。

■農業集落排水施設の流域下水道への統合を取りやめ、農業集落排水施設として継続する（２施設）。
■単独公共下水道施設は改築更新時期等に合わせ、継続して流域下水道への統合の可否を検討する。

関係 汚水処理形態別人口普及率

市町 実績 新構想 新構想 現構想 実績 新構想 新構想 現構想

数 令和４年度 令和17年度 令和27年度 令和27年度 令和４年度 令和17年度 令和27年度 令和27年度

（人） （人） （人） （人） （％） （％） （％） （％）

流域関連公共下水道 19 1,184,726 1,195,269 1,148,070 1,134,588 84.0 88.2 89.7 89.0

単独公共下水道 4 120,961 119,428 116,440 114,188 8.6 8.8 9.1 9.0

計 19 1,305,687 1,314,697 1,264,510 1,248,776 92.5 97.0 98.8 97.9

11 59,261 22,188 7,764 12,106 4.2 1.6 0.6 0.9

1 39 29 26 28 0.0 0.0 0.0 0.0

1 19 16 14 19 0.0 0.0 0.0 0.0

19 34,163 14,430 7,520 14,071 2.4 1.1 0.6 1.1

　汚水処理人口合計 19 1,399,169 1,351,360 1,279,834 1,275,000 99.1 99.8 100.0 100.0

19 12,020 3,366 0 0 0.9 0.2 0.0 0.0

19 1,411,189 1,354,726 1,279,834 1,275,000 100.0 100.0 100.0 100.0

汚水処理形態別人口

その他

合計

項目

下
水
道

農業集落排水

林業集落排水

小規模集合排水

合併浄化槽

※非着色地域は、合併処理浄化槽での整備を行う。

統合済 統合予定 計 統合済 統合予定 計 統合済 統合予定 計

流域下水道      -      -       4     -      -      -       4      -      -      -       4      -       4     -

単独公共下水道      -      -       5     -      -      -       5      -      -      -       5      -       5     -

農業集落排水施設      55     106     161     55 *     135      33     168      48     168  0     168      48     161     54 * 

林業集落排水施設  0  0  0      1  0  0  0       1  0  0  0       1  0      1

小規模集合排水施設  0  0  0      1  0  0  0       1  0  0  0       1  0      1

　排水施設　合計      55     106     161     57     135      33     168      50     168      -     168      50     161     56

*現構想（2016）策定後に集落排水施設が1箇所新設されたため、現構想の下水道区域外と一致しない

新構想（2026）

令和17年度 令和27年度

下水道
区域外

下水道
区域外

下水道
区域内

下水道
区域外

下水道
区域外

整備手法
下水道区域内 下水道区域内 下水道区域内

現構想（2016）

令和27年度

実績

令和４年度

県民政策コメント
による修正

滋賀県、８市町 農業集落排水施設の統合 農業集落排水処理施設

滋賀県、１市 単独公共下水道施設の統合 単独公共下水道施設

滋賀県、３市 し尿および浄化槽汚泥の投入 し尿処理施設

雨天時浸入水対策

・給排水設備指定工事店登録申請事務の統一化

・管路の点検・調査の共同化

維持管理業務の共同化
（ウォーター-PPP）

　

2018
(H30) 2026（R8)　             　短期（～３年）             　2028（R10) 中期（～５年）　　　　　　　　2030（R12) 長期的な方針（～10年）　　　   2035 (R17)

・流域下水道への投入に向け、個別協議を開始

・先行自治体へのヒアリング
・各自治体における導入調査
・先行処理区での導入実施

・導入・検討状況の共有と検証
・広域型ウォーターPPPの検討

広域化に関わる
市町村、流域等 広域的な連携メニュー 連携に関わる

施設名等

メニューに対するスケジュール（年度）

滋賀県、県内19市町

下水道施設

・手引き等事務的資料の作成・活用 ・共同化に向けた検討

維持管理業務の共同化
（管路、マンホールポンプ）

・上下水道が連携した共同調達の実施（調達物の選定、調達体制の構築等）

・上下水道が連携した給排水設備申請書類の統一化

・管路の診断・解析の共同化

・接続点の水質調査の共同化

災害対応

・保有資機材情報の一元管理
・県内統一の災害対応訓練

・役割分担、費用分担、人材支援等に向けた検討
・災害支援協定の締結にむけた検討

・上下水道が連携した災害対応訓練の実施

・上下水道BCP（共通）の検討・策定

　
滋
賀
県
汚
水
処
理
事
業
広
域
化
・
共
同
化
研
究
会
の
設
置

・段階的に下水道へ接続　※2045年度（令和27年度）までに統合完了

・流域下水道への統合の可否を検討

財源確保（予算、料金・使用料） -

・交付金・補助金制度の勉強会、活用事例の情報共有
・国等への要望活動
・料金等水準の現状把握
・料金等改定の要否検討、必要に応じて改定

・マンホールポンプ保守点検の共同化
・下水道台帳の共有化

・窓口業務の共同化に向けた検討
・施設修繕工事の共同化に向けた検討

人材育成・確保 -

・大学等との連携（県・市町上下水道部局合同での出前講座等）
・転職サイトやイベントへの参加
・採用情報等の共同発信（合同説明会、ポスター等）
・下水道技術講習会等の実施
・下水道事業者間の受入研修の実施

　　・自治体間の人材交流
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1 

１ 滋賀県汚水処理施設整備構想の見直しについて 
 
１-１ 都道府県別汚水処理施設整備構想とは 
 

◇「都道府県別汚水処理施設整備構想」とは、各都道府県において、下水道、

集落排水施設、合併浄化槽等の汚水処理施設の効率的な整備と適正かつ効率

的な運営管理のため、県と市町が共同で、各種汚水処理施設の最終的な整備

区域を定める計画です。 

◇これまで、本県では、平成 10 年に「滋賀県汚水処理施設整備構想」(当初構

想)を策定し、その後の見直しを経て、平成 26 年より人口減少局面への転換

や汚水処理施設整備の完成に向けたアクションプランの策定、既存施設の共

同利用等の検討が必要とされたことから、平成 28 年に「滋賀県汚水処理施

設整備構想 2016（以下、現構想(2016)）」の見直しを行いました。 

◇今回、本県では、県内の人口動態および産業立地の状況などの社会情勢の変

化や老朽化による更新需要の拡大が見込まれる中、より一層の効率的な施設

整備と持続可能な運営を行っていく必要があることから、現構想(2016)の見

直しが必要と考え、令和５年度から「滋賀県汚水処理施設整備構想」の見直

し（以下、新構想(2026)）に着手しました。新構想(2026)では、県内におけ

る各種汚水処理施設の最終的な整備区域を精査し、中間計画の目標年次（令

和 17 年度）の整備目標を設定しました。さらに、持続可能な事業運営を推

進するために、本県と市町が連携して策定した「滋賀県汚水処理事業広域化・

共同化計画（令和４年 12 月策定）（以下、広域化・共同化計画）」もあわ

せて見直しを行いました。 

 

１-２ 汚水処理施設の種類 
 

◇生活排水（トイレ、台所排水、洗濯排水、風呂など）を処理する汚水処理施

設には、下水道法に基づく下水道と浄化槽法に基づく浄化槽や集落排水施設

等があります。また、下水道のように複数の家庭からの汚水を集めて処理す

る「集合処理」と、個々の家庭ごとに処理する「個別処理」に大別すること

ができます（図 1）。 

◇汚水処理施設の整備を効率的に促進するためには、汚水処理施設が有する特

性を勘案し、市街地、農山村など、それぞれの地域に応じた適正な整備手法

を選択する必要があります（図 2）。 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

図 1 汚水処理施設の種類 
 

 

 
注 1）国土交通省近畿地方整備局 HP の図に加筆 

注 2）この他、滋賀県では市街化区域外の小規模集落の汚水を処理する小規模集落排水施設や林業集落排水施設がある 

図 2 汚水処理施設の概念図 

琵琶湖 

市街化区域を中心に、

比較的家屋が密集した

地域は、下水道を整備 

比較的家屋がまばらな地域

は、各戸で合併浄化槽を整備 

農村地域の家屋が

密集した集落は、農

業集落排水を整備 

集合処理 

下水道 公共下水道（広義） 

流 域 下 水 道 

公共下水道（狭義） 

単 独 公 共 下 水 道 

流域関連公共下水道 

特定環境保全公共下水道 農業集落排水施設 

林業集落排水施設 

漁 業 集 落 排 水 施 設 

コミュニティ・プラント 

簡 易 排 水 施 設 

小規模集落排水処理施設 

集落排水施設 

その他集合処理施設 

個別処理 
合 併 浄 化 槽 

      ：国土交通省所管 

      ：農林水産省所管 

      ：環 境 省 所 管 

      ：総 務 省 所 管 
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3 

１-３ 汚水処理施設の普及状況 
 
(1) 現構想(2016)整備計画と汚水処理人口普及率の推移 

◇本県の汚水処理人口普及率（下水道等の汚水処理施設を利用できる状態にあ

る人口の割合）の推移をみると、平成 26 年度末の 98.3％から令和４年度末

の 99.1％まで向上しています（図 3）。 都道府県別に見ると、令和４年度末

時点では東京都に次いで、全国で２番目に高い値となっています（図 4）。 

◇現構想(2016)整備計画と汚水処理人口普及率の推移をみると、汚水処理施設

の整備はほぼ計画どおりに進んでいます（図 3）。 

汚水処理人口普及率＝汚水処理施設が整備され利用することが可能となった 

  区域内に居住している人口／行政区域内人口 

 

 

 

図 3 現構想(2016)整備計画と汚水処理人口普及率の推移 

現況                             現構想(2016)整備
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4 

 

 

 

図 4 都道府県別汚水処理人口普及率（令和４年度末） 

出典）滋賀県の汚水処理施設の普及状況（滋賀県ホームページ）  
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5 

(2) 本県における下水道普及率(人口)と下水道整備率(面積) 

◇本県の下水道普及率(人口)は、令和４年度末時点で 92.5%であり、都道府県

別に見ると、全国で６位と高い値となっています（図 5,図 6）。 

◇また、長期目標における下水道整備率(面積)は 69.6％であり、全国平均並

みとなっていますが、短期目標における下水道整備率(面積)は 85.3％であ

り、事業計画区域（早急に整備が必要な区域）の下水道整備は順当に進んで

います（図 7,図 8）。 

◇本県の市町別にみると、下水道普及率(人口)に対し、長期目標における下水

道整備率の低い市町があります。これは住居地域における下水道整備はほぼ

完了しているものの、現時点では未整備であるが、将来における工業団地等

の開発が見込まれる区域を下水道区域として確保していること等によるも

のです（図 5）。 

下水道普及率＝下水道供用開始区域内人口／行政区域内人口 

下水道整備率【長期目標】＝下水道供用開始区域面積／全体計画区域面積 

下水道整備率【短期目標】＝下水道供用開始区域面積／事業計画区域面積 

 

 

図 5 市町別下水道普及率と長期目標における整備率（令和４年度末） 
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6 

 

 
 

図 6 都道府県別下水道処理人口普及率（令和４年度末） 

 

出典）令和 5 年度 滋賀県の下水道事業（滋賀県琵琶湖環境部） 
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7 

 

 

 

図 7 都道府県別下水道整備率（供用開始面積/全体計画区域面積）（令和４年度末） 

         【長期目標】 

出典）令和 4 年度版 下水道統計（公益社団法人 日本下水道協会） 
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8 

 

 
 

図 8 都道府県別下水道整備率（供用開始面積/事業計画区域面積）（令和４年度末） 

         【短期目標】  

出典）令和 4 年度版 下水道統計（公益社団法人 日本下水道協会） 
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9 

１-４ 課題と現構想(2016)の見直しの必要性 
 

以下の理由により、現構想(2016)を見直す必要がありました。 

①  本県の下水道普及率(人口)は 92.5％と高い値となっていますが、各市町

において、汚水処理整備方針を改めて確認し、最終的に下水道整備を行う

区域を精査する必要がありました。 

②  県内の人口動態および産業立地の状況などの社会情勢の変化を踏まえ、

地域の実情を考慮した汚水処理形態別人口の見直しを行う必要がありま

した。 

③  汚水処理施設の老朽化に伴う改築更新需要の拡大等をふまえて、より一

層の効率的な整備と持続可能な運営管理を見据えて見直しを行う必要が

ありました。 

汚水処理形態別人口＝下水道、農業集落排水施設、林業集落排水施設、小規

模集合排水処理施設、合併浄化槽ごとの汚水処理人口 
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10 

２ 滋賀県汚水処理施設整備構想の見直し方針 
 
２-１ 構想の目標年次 
 

◇中間計画の目標年次は、現況から 10 年後に相当する令和 17 年度の計画値と

しました。 

◇長期計画の目標年次は、現況から概ね 20 年後の令和 27 年度としました 

（現構想(2016)と同じ）。 

◇構想の目標年次は以下のとおりとなります（図 9）。 

・基準年（現況）  ：令和４年度 

・中間計画の目標年次：令和 17 年度 

・長期計画の目標年次：令和 27 年度 

 

 

図 9 現構想(2016)策定までの経緯と新構想(2026)の目標年次 

  

           R30

当初構想

H20     H10 H30 R10 R20

現構想(2016)

以前構想

新構想(2026)

H10年度策定

H22年度見直し

R7年度見直し

(長期計画)

目標年次

R27年度

H28年度見直し

(中間計画)

目標年次

R17年度
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２-２ 下水道計画区域の精査、整備率の向上 
 

◇令和４年度末の下水道普及率(人口)は 92.5％と高いですが、下水道整備率

(面積)は 69.6％となっており、全国平均並みとなっています。 

◇アクションプランにおける国の目標値「令和８年度末までの概成（汚水処理

人口普及率 95％）」は達成しています。 

◇国の未普及対策の推進方針では『下水道区域の徹底した見直し』が挙げられ

ています。 

◇これまで人口の増加等を見込み、下水道計画区域を大きく設定してきた自治

体は、改めて下水道計画区域の精査が必要な時期が来ています。 

◇令和 27 年度時点での最終的な整備手法（長期計画）は、整備困難区域を始

めとする令和４年度時点における未整備地区について、基準距離（合併浄化

槽の設置と下水道の整備費用が同じとなる距離）を目安として、経済性や施

工性、地域特性等を踏まえ、総合的に判断し見直しを行います。 

 

２-３ 人口フレームの設定 
 

◇これまで本県は全国でも数少ない人口増加県でしたが、平成 26 年 10 月に対

前年度比で減少に転じ、今後も県全体では減少が続くと予測されています。 

◇人口減少が深刻化する地域における汚水処理施設の運営のためには、施設の

統廃合や広域連携等を実施することで効率的かつ経済的となる場合があり

ますが、これを検討するためには、過年度の人口減少傾向や人口流出抑制策

を見込んだ将来人口の予測が必要です。 

◇このため将来人口は、令和５年 12 月に公表された「国立社会保障・人口問

題研究所（以下「社人研」）」の推計値を基本としつつ、市町の人口ビジョン

における政策（転入増や流出抑制、出生率の向上に関する政策）を踏まえて

設定します。 
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２-４ 開発計画(工場、大型商業施設等)の確認 
 

◇下水道計画区域のうち、開発区域の中には、具体性が乏しく、将来にわたり

未整備区域として残る可能性がある区域が見られるため、精査が必要です。

また、下水道整備済の区域で、工場排水の接続や駅前マンションの新設等に

より汚水量が増え、整備済の管きょが能力不足になる問題が生じています。 

◇新構想(2026)では、汚水処理施設の効率的な改築・更新計画や運営管理を行

っていくため、開発計画に対する適切な計画区域および計画汚水量を設定し

ます。 

 

２-５ 集落排水施設および単独公共下水道の老朽化対策と流域下水道へ

の統合検討 
 

◇現構想(2016)に基づき、下水道計画区域内にある集落排水施設は、耐用年数、

維持管理費等を総合的に勘案して下水道へ統合することとしています。 

◇今回の見直しでは、未だに統合していない集落排水施設について、将来、下

水道へ統合するか再検討を行います。 

◇全体計画区域外にある集落排水施設については、維持管理費、運営体制等を

総合的に評価し、下水道計画区域への編入を検討します。 

◇単独公共下水道施設についても、改築更新費や維持管理費、運営体制等を総

合的に評価し、流域下水道への統合の可否を検討します。 

 

２-６ し尿処理の在り方およびし尿処理施設の老朽化対策と流域下水道

への統合検討 
 

◇し尿および浄化槽汚泥の下水道への投入は、し尿処理施設の現状、経済性、

下水処理施設の能力、処理への影響、周辺環境等を考慮したうえで、可能な

場合は受け入れるものとします。 

 

２-７ 広域化・共同化計画への反映と実施 
 

◇上記２-５、２-６の結果、汚水処理施設の統廃合を進めることが汚水処理事

業の効率化に繋がると評価され、実現性の高いものについては広域化・共同

化計画に反映し、計画的に実施していきます。 
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３ 滋賀県汚水処理施設整備構想2026 
 

３-１ 人口減少を考慮した将来人口の見直し 
 

◇社人研および市町人口ビジョン等の政策（転入増や流出抑制、出生率の向上

に関する政策）を踏まえて、市町において目標年次の将来人口を設定しまし

た。 

◇令和４年度は全県で約 141.1 万人であり、令和８年度は 140.0 万人となるこ

とから約 1.1 万人減、令和 27 年度には 128.0 万人へ約 13.1 万人の減となり

ました。 

◇社人研の予測値よりも令和 27 年度時点で約 1.2 万人の増加となりました。 

◇令和６年７月に見直された「滋賀県人口ビジョン」よりも、令和 27 年度で

は全県で６千人多くなりましたが、概ね同値と考え、市町の見直しの値を採

用しました。 

 

 

図 10 将来人口の設定結果 

  

1,400,252 人 

1,354,726 人 

1,279,834 人 

1,411,189 人 
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表 1 滋賀県の行政人口の推移 

 

表 2 市町別人口の採用値 

 

国勢調査 住民基本 社人研 R5.12 採用値 流総計画 総合戦略
台帳 移動考慮 封鎖 R元.6 R6.7改定

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）
社人研 R5.12（移動考慮）社人研 R5.12（封鎖）採用案 流総計画 総合戦略

1990 H2 1,222,411

1995 H7 1,287,005

2000 H12 1,342,832

2005 H17 1,380,361

2010 H22 1,410,777

2015 H27 1,412,916

2020 R2 1,413,610 1,416,331 1,413,610 1,413,610 1,409,300

2022 R4 1,411,189 1,407,757 1,411,189

2025 R7 1,398,980 1,391,850 1,393,600 1,401,000

2026 R8 1,394,410 1,400,252

2030 R12 1,376,131 1,363,703 1,379,000

2035 R17 1,346,231 1,330,025 1,354,726 1,350,000

2040 R22 1,309,383 1,290,293 1,314,000

2045 R27 1,267,456 1,245,994 1,279,834 1,273,000 1,274,000

注2)採用値は市町のヒアリング値を採用
注3)総合戦略：「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」における計画値

注1)社人研推計値のうち、R8はR7-R12の直線補間による算定値

国勢調査 基本台帳 採用根拠
実績 実績

（人） （人） （人）

2020 2022 2026 2035 2045

R2 R4 R8 R17 R27

大津市 345,070 343,839 346,203 341,592 328,470 社人研推計値 移動考慮型

彦根市 113,647 111,493 110,183 107,071 101,726 社人研推計値 移動考慮型

長浜市 113,636 114,524 107,929 98,656 87,850 社人研推計値 移動考慮型

近江八幡市 81,122 81,669 79,943 77,223 74,229 近江八幡市第一次総合計画後期基本計画2024～2028

草津市 143,913 138,600 148,414 149,947 146,801 社人研推計値 移動考慮型

守山市 83,236 85,675 86,608 87,294 85,437 守山市下水道経営経営評価

栗東市 68,820 70,440 70,745 71,113 69,950 栗東市公共下水道事業経営戦略

甲賀市 88,358 88,865 84,600 78,100 70,000 社人研推計値 移動考慮型 10の位切り上げ

野洲市 50,513 50,614 49,923 48,265 45,721 社人研推計値 移動考慮型

湖南市 54,460 54,393 53,181 50,324 45,967 社人研推計値 移動考慮型

高島市 46,377 46,228 42,802 37,326 31,196 社人研推計値 移動考慮型

東近江市 112,819 112,349 109,880 105,400 98,710 東近江市人口ビジョン

米原市 37,225 37,593 36,291 33,144 29,488 社人研推計値 移動考慮型　補正値

日野町 20,964 20,888 20,360 19,086 17,508 第6次日野町総合計画（日野町将来展望人口）

竜王町 11,789 11,520 11,204 10,050 8,564 社人研推計値 移動考慮型

愛荘町 20,893 21,315 21,399 21,700 21,474 「第２次愛荘町総合計画」-後期基本計画-

豊郷町 7,132 7,176 7,033 6,652 6,180 社人研推計値 移動考慮型　補正値

甲良町 6,362 6,568 6,444 5,094 4,300
甲良町維持可能な地域づくり計画（甲良町過疎地域持続的発展計画）
令和４年度～令和７年度

多賀町 7,274 7,440 7,110 6,689 6,263 多賀町　人口ビジョン値

合計 1,413,610 1,411,189 1,400,252 1,354,726 1,279,834

市町名
採用値
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３-２ 開発計画(工場、大型商業施設等)を考慮した長期計画の見直し 
 

◇令和 27 年度時点での最終的な整備手法（長期計画）は、老朽化する集落排 

水施設の下水道への統合、また小地域ごとの人口動態等を考慮した結果、現

構想(2016)と比べて、下水道の割合は 0.9 ポイント増加し、農業集落排水施

設の割合は 0.3 ポイント減少、合併浄化槽の割合は 0.5 ポイント減少となり

ました（表 3）。 

◇下水道整備率(面積)向上を目的に下水道計画区域の精査を行い、宅地や工業

団地の開発等が見込める区域は下水道計画区域に追加し、将来において開発

等が見込まれない区域は下水道計画区域から削除しました。この結果、令和

４年度末の 69.6％に対し、令和 27 年度末では 89.5％と、約 20％整備率が

向上することになりました。残りの 10.5％については、今後も県内の人口

動態および産業立地の状況などの社会情勢の変化を踏まえ整備手法の検討

を継続し、整備率の向上を目指します（表 4）。 

◇さらに整備を進めるとともに、接続率の向上のため、各市町において普及啓

発等に鋭意取り組んでいきます。 

◇本県では豊富な水資源があり、当初構想から産業立地等に関する施策を反映

してきました。本県の流域下水道の幹線管きょおよび処理施設は当初構想か

ら開発計画（産業立地、工業団地・住宅開発等）を反映し、整備を進めてき

ました。今回の見直しにおいても、既存工場等における水利用の将来動向や

新たな開発計画の見込みを反映して下水道計画区域および計画汚水量の見

直しを行いました。 

◇開発計画に伴う下水道計画区域および計画汚水量については、実態把握等を

行い、継続的に見直しを行うこととします。 
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表 3 見直し計画値（汚水処理形態別人口） 

 
注）汚水処理形態別人口普及率＝下水道、農業集落排水施設、林業集落排水施設、小規模集合排水 

処理施設、合併浄化槽ごとの汚水処理人口/行政区域内人口 

 

表 4 市町別下水道整備率の推移 

 

 

３-３ 集落排水施設および単独公共下水道の流域下水道への統合 
 

◇集落排水施設について、費用比較や将来の人口動向を踏まえ、総合的に今後

の統合の有無を検討した結果、現構想（2016）で統合するとしていた施設に

加え、１市（７箇所）の集落排水施設を流域下水道に統合することとしまし

た（図 11）。 

◇単独公共下水道施設の流域下水道への統合については、１市で検討していま

す。検討にあたっては、改築更新の時期や流入する汚水量の推移等を踏まえ、

県と市で継続的に協議を進めていくこととしました。 

 

関係 汚水処理形態別人口普及率

市町 実績 新構想 新構想 現構想 実績 新構想 新構想 現構想

数 令和４年度 令和17年度 令和27年度 令和27年度 令和４年度 令和17年度 令和27年度 令和27年度

（人） （人） （人） （人） （％） （％） （％） （％）

流域関連公共下水道 19 1,184,726 1,195,269 1,148,070 1,134,588 84.0 88.2 89.7 89.0

単独公共下水道 4 120,961 119,428 116,440 114,188 8.6 8.8 9.1 9.0

計 19 1,305,687 1,314,697 1,264,510 1,248,776 92.5 97.0 98.8 97.9

11 59,261 22,188 7,764 12,106 4.2 1.6 0.6 0.9

1 39 29 26 28 0.0 0.0 0.0 0.0

1 19 16 14 19 0.0 0.0 0.0 0.0

19 34,163 14,430 7,520 14,071 2.4 1.1 0.6 1.1

　汚水処理人口合計 19 1,399,169 1,351,360 1,279,834 1,275,000 99.1 99.8 100.0 100.0

19 12,020 3,366 0 0 0.9 0.2 0.0 0.0

19 1,411,189 1,354,726 1,279,834 1,275,000 100.0 100.0 100.0 100.0

汚水処理形態別人口

その他

合計

項目

下
水
道

農業集落排水

林業集落排水

小規模集合排水

合併浄化槽

市町名 下水道全体計画区域（ha） 下水道供用開始区域（ha） 下水道整備率
現況 新構想 差分 現況 新構想 現況 新構想
R4 R27 R4 R17 R27 R4 R17 R27

大津市 8,006.9   8,075.3   68.4      5,773.6   5,821.0   5,854.0   72.1% 72.1% 72.5%
彦根市 3,567.8   3,583.0   15.2      2,404.8   3,567.8   3,567.8   67.4% 99.6% 99.6%
長浜市 5,328.4   5,352.3   23.9      3,743.0   5,345.4   5,346.4   70.2% 99.9% 99.9%
近江八幡市 2,537.7   2,572.7   35.0      1,556.3   1,659.2   2,571.7   61.3% 64.5% 100.0%
草津市 3,502.2   3,502.2   -        2,644.1   2,677.0   2,677.0   75.5% 76.4% 76.4%
守山市 2,385.5   2,427.1   41.6      1,724.8   1,770.6   2,427.1   72.3% 72.9% 100.0%
栗東市 2,902.4   2,915.6   13.2      1,678.9   1,903.9   2,915.6   57.8% 65.3% 100.0%
甲賀市 4,116.4   4,392.9   276.5     2,924.1   3,340.1   3,480.8   71.0% 76.0% 79.2%
野洲市 2,163.9   2,210.9   47.0      1,324.8   1,440.2   2,163.9   61.2% 65.1% 97.9%
湖南市 2,669.7   2,678.5   8.8       1,849.0   2,141.7   2,669.7   69.3% 80.0% 99.7%
高島市 2,719.6   2,719.6   -        2,154.6   2,244.0   2,244.0   79.2% 82.5% 82.5%
東近江市 4,517.7   4,783.0   265.3     2,931.7   4,151.0   4,783.0   64.9% 86.8% 100.0%
米原市 2,190.2   2,210.6   20.4      1,777.5   1,806.5   2,190.2   81.2% 81.7% 99.1%
日野町 1,268.4   1,268.4   -        828.8     879.5     1,268.4   65.3% 69.3% 100.0%
竜王町 1,132.1   1,233.7   101.6     421.1     451.5     451.5     37.2% 36.6% 36.6%
愛荘町 1,097.8   1,094.5   -3.3      938.9     941.0     941.0     85.5% 86.0% 86.0%
豊郷町 372.5     373.3     0.8       372.5     373.1     373.1     100.0% 99.9% 99.9%
甲良町 458.5     462.6     4.1       402.8     416.0     458.5     87.9% 89.9% 99.1%
多賀町 518.1     518.2     0.1       336.6     372.4     488.1     65.0% 71.9% 94.2%
滋賀県 51,455.8  52,374.4  918.6     35,787.9  41,301.8  46,871.8  69.6% 78.9% 89.5%
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 図 11 市町別集落排水施設数の推移 

 

  

市町名 H26末
統合

済

統合

予定

下水道

区域外

統合

済

統合

予定

下水道

区域外

統合

済

統合

予定

下水道

区域外

統合

済

統合

予定

下水道

区域外

大津市 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

彦根市 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 0 0

長浜市 56 10 28 18 28 10 18 38 0 18 38 0 18

近江八幡市 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

草津市 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

守山市 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0

栗東市 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

甲賀市 25 2 15 8 6 11 8 17 0 8 17 0 8

野洲市 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0

湖南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高島市 31 8 8 15 12 4 15 16 0 15 16 0 15

東近江市 52 14 31 7 17 35 0 28 24 0 52 0 0

米原市 11 2 5 4 5 2 4 7 0 4 7 0 4

日野町 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0

竜王町 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

愛荘町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊郷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲良町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多賀町 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

合計 218 55 106 57 90 78 50 135 33 50 168 0 50

項目
現況 将来

R4 R8 R17 R27

統合割合 

■：100％ 

■：50％～99％ 

■：0％～49％ 

□：統合予定なし 

□：下水道区域外 

  にあり 
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３-４ し尿処理施設の流域下水道への統合 
 

◇今回の見直しでは、し尿処理施設のうち４施設が流域下水道へのし尿投入を検討

しました。1 施設は令和 7 年 10 月に統合が完了し、他 3 施設については施設の

改築更新等を踏まえ、令和 12 年度以降の統合を予定しています。（図  12,表 5） 

◇し尿処理施設の統合については、施設の老朽化、経済性、下水処理施設の処理

能力と処理性能への影響、周辺環境等を考慮し、今後も検討を継続します。 

 

項目 現況 将来 

 R4 R8 R17 R27 

し尿処理 

施設の位置 

 

〇:統合済 

●:統合検討中 

●:統合予定なし 

    

流 域 下 水 道 に 

統合していない 

し尿処理施設の数 

7 6 4 3 

処理能力(KL/日) 898 585 417 162 

 図 12 し尿処理施設数と処理能力の推移 
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 表 5 し尿処理施設の概要 

 
 

（参考） 下水道へ接続済等のし尿処理施設 

 
  

供用開始 経過年数※ 現有能力

(年) (年) (kL/日)

大津市志賀衛生プラント 大津市
H18
2006

17 23      

彦根市清掃センター
衛生処理場

彦根市
S53
1978

45 156     流域下水道への接続を検討中（R14）

八日市布引ライフ組合
衛生センター

東近江市、日野町、
竜王町

H8
1996

27 255     流域下水道への接続を検討中（R13以降）

甲賀広域行政組合 甲賀市、湖南市
H24
2012

11 96      

湖東広域衛生管理組合
愛荘町、豊郷町、
甲良町、多賀町

S54
1979

44 43      

湖南広域行政組合
環境衛生センター

草津市、守山市、
栗東市、野洲市

H13
2001

22 168     流域下水道への接続を検討中（R12）

※「令和５年４月１日時点」での経過年数とする

施設名称 関連市町 備考

供用開始 経過年数 現有能力

(年) (年) (kL/日)

近江八幡市
第１クリーンセンター

近江八幡市
S53
1978

- 100     湖南中部浄化センターに流入（H25.10～）

大津市北部衛生プラント 大津市
S51
1976

- 48      湖西浄化センターに流入(H3.11～）

高島市衛生センター【廃止】 高島市
S51
1976

- 70      高島浄化センターに搬入（H29.10～）

湖北広域行政事務センター
汚泥再生処理センター※

R7
2025

- 83      東北部浄化センターに流入（R7.10～）

湖北広域行政事務センター
第１プラント【廃止】

S58
1983

- 157     汚泥再生処理センターの稼働に伴い廃止

※し尿、浄化槽汚泥の受入および前処理を行い、下水道法等に規定する排除基準以下の水質にするための処理施設

長浜市、米原市

施設名称 関連市町 備考
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３-５ 広域化・共同化計画の見直し 
 

◇広域化・共同化計画では、広域連携のメニューとして具体的な方策を決定し

ています（表 6）。 

◇今回の見直しでは、以下のように位置づけました。  

●ハード面のメニュー 

・農業集落排水施設の流域下水道への統合については、令和 27 年度までに

113 施設の統合を計画に位置付け、今後も施設の改築更新時期にあわせて

接続工事を進めていきます。 

・単独公共下水道施設の流域下水道への統合については、１市の施設を計画

に位置付け、統合の可否について継続的に検討していきます。 

・し尿および浄化槽汚泥の下水道の投入については、３つのし尿処理施設か

ら流域下水道へ投入することを計画に位置付け、継続的に検討していき

ます。 

●ソフト面のメニュー 

・市町における汚水処理事業の現状と課題を踏まえて、優先的に取り組む項

目を設定し、各項目についての評価を行い、今後も維持管理業務等の共同

化等に向け、引き続き勉強会や情報交換を実施していきます。 

●「持続性向上のための上下水道事業連携ワーキンググループ」の議論を今

後反映していきます。 
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表 6 滋賀県汚水処理事業広域化・共同化計画 
 

滋賀県、８市町 農業集落排水施設の統合 農業集落排水処理施設

滋賀県、１市 単独公共下水道施設の統合 単独公共下水道施設

滋賀県、３市 し尿および浄化槽汚泥の投入 し尿処理施設

雨天時浸入水対策

・給排水設備指定工事店登録申請事務の統一化

・管路の点検・調査の共同化

維持管理業務の共同化
（ウォーターPPP）

　

2018
(H30) 2026（R8)　           　短期（～３年）           　2028（R10) 中期（～５年）　　　　2030（R12) 長期的な方針（～10年）　  2035 (R17)

・流域下水道への投入に向け、個別協議を開始

・先行自治体へのヒアリング
・各自治体における導入調査
・先行処理区での導入実施

・導入・検討状況の共有と検証

・広域型ウォーターPPPの検討
＊)

広域化に関わる
市町村、流域等

広域的な連携メニュー
連携に関わる

施設名等

メニューに対するスケジュール（年度）

滋賀県、県内19市町

下水道施設

・手引き等事務的資料の作成・活用 ・共同化に向けた検討

・接続点の水質調査の共同化

・マンホールポンプ保守点検の共同化
・下水道台帳の共有化

・窓口業務の共同化に向けた検討
・施設修繕工事の共同化に向けた検討

災害対応

・保有資機材情報の一元管理
・県内統一の災害対応訓練

・役割分担、費用分担、人材支援等に向けた検討
・災害支援協定の締結にむけた検討

・上下水道が連携した災害対応訓練の実施

・上下水道BCP（共通）の検討・策定

　
滋
賀
県
汚
水
処
理
事
業
広
域
化
・
共
同
化
研
究
会
の
設
置

・段階的に下水道へ接続　※2045年度（令和27年度）までに統合完了

・流域下水道への統合の可否を検討

維持管理業務の共同化
（管路、マンホールポンプ）

・上下水道が連携した共同調達の実施（調達物の選定、調達体制の構築等）

・上下水道が連携した給排水設備申請書類の統一化

・管路の診断・解析の共同化

※ウォーターPPP（PPP/PFI推進アクションプラン(令和7年度版）より）
人口減少、水道・下水道・工業用水道の膨大な施設の老朽化、職員の不足など、現下の社会課題の解決に向け、公
共施設等運営事業及び同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式。

人材育成・確保 -

・大学等との連携（県・市町上下水道部局合同での出前講座等）
・転職サイトやイベントへの参加
・採用情報等の共同発信（合同説明会、ポスター等）

・下水道技術講習会等の実施
・下水道事業者間の受入研修の実施

　　・自治体間の人材交流

財源確保（予算、料金・使用料） -

・交付金・補助金制度の勉強会、活用事例の情報共有
・国等への要望活動

・料金等水準の現状把握
・料金等改定の要否検討、必要に応じて改定
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３-６ 汚水処理施設整備構想図 2026 

 

◇今回の構想見直しに基づき、「滋賀県汚水処理施設整備構想図 2026」を作成

しました。 
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■滋賀県汚水処理施設整備構想図 2026 

見直し結果（令和 27 年度（最終の汚水処理整備区域)） 

※非着色地域は、合併処理浄化槽での整備を行う。 
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大津市

米原市

竜王町

愛荘町

豊郷町

多賀町

甲良町

日野町

守山市

大津市

草津市

栗東市

甲賀市

湖南市

高島市

東近江市

野洲市

彦根市

長浜市

近江八幡市

※非着色地域は、合併処理浄化槽での整備を行う。 

■滋賀県汚水処理施設整備構想図 2016 

見直し前（令和 27 年度（最終の汚水処理整備区域）） 
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表 7 令和 17 年度の整備計画（中間計画：策定から 10 年後の計画） 

 
注 1）し尿処理場の箇所数は、ヒアリングによる 

注 2）未整備対策進捗率：「100－令和４年度の汚水処理人口普及率」に対して、「令和 17 年度の汚水処理人口普及率－令和４年度の汚水処理人口普及率」が占める割合。 

注 3）未整備人口＝行政人口－汚水処理人口 （その他と同値） 

市町 全体
流域関連

公共下水道
単独

公共下水道
集落排水施設 合併処理浄化槽 その他 処理施設数 ベンチマーク

行政 汚水処理 汚水処理 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 下水道 集落排水 し尿 し尿 目標値 参考

人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 処理場 処理場 未整備 未整備 未整備

普及率 （広域） 対策 人口 人口

進捗率 （R17） （R4）

(人) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) （箇所数） （箇所数） （箇所数） （箇所数） （％） (人) (人)

大津市 341,592 341,592 100.0 228,169 66.8 111,593   32.7       -        -         1,830     0.5        -        -         2 0 1 0 100.0 -        3,273

彦根市 107,071 107,071 100.0 107,071 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         1 0 0 0 100.0 -        5,644

長浜市 98,656 98,656 100.0 94,813 96.1 -        -         3,736     3.8        107       0.1        -        -         0 18 0 0 100.0 -        4,561

近江八幡市 77,223 77,176 99.9 70,911 91.8 227       0.3        570       0.7        5,468     7.1        47        0.1        1 2 0 0 98.1 47        4,291

草津市 149,947 149,947 100.0 149,947 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         1 0 0 0 100.0 -        1,201

守山市 87,294 87,209 99.9 87,118 99.8 -        -         -        -         91        0.1        85        0.1        0 0 0 0 96.0 85        2,108

栗東市 71,113 71,113 100.0 71,076 99.9 -        -         37        0.1        -        -         -        -         0 1 0 0 100.0 -        527

甲賀市 78,100 76,010 97.3 63,395 81.2 7,029     9.0        1,825     2.3        3,761     4.8        2,090     2.7        2 8 0 1 77.3 2,090     10,546

野洲市 48,265 48,098 99.7 47,999 99.4 -        -         -        -         99        0.2        167       0.3        0 0 0 0 82.4 167       849

湖南市 50,324 50,324 100.0 50,324 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 0 100.0 -        2,304

高島市 37,326 37,182 99.6 33,780 90.5 579       1.6        1,467     3.9        1,356     3.6        144       0.4        2 15 0 0 94.2 144       3,192

東近江市 105,400 104,699 99.3 93,537 88.7 -        -         10,222    9.7        940       0.9        701       0.7        0 24 0 1 89.6 701       7,699

米原市 33,144 33,144 100.0 32,346 97.6 -        -         798       2.4        -        -         -        -         0 4 0 0 100.0 -        807

日野町 19,086 19,039 99.8 15,693 82.2 -        -         3,192     16.7       154       0.8        47        0.2        0 9 0 0 97.3 47        1,538

竜王町 10,050 10,050 100.0 9,658 96.1 -        -         -        -         392       3.9        -        -         0 0 0 0 100.0 -        586

愛荘町 21,700 21,700 100.0 21,613 99.6 -        -         -        -         87        0.4        -        -         0 0 0 0 100.0 -        1,165

豊郷町 6,652 6,652 100.0 6,652 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 1 100.0 -        311

甲良町 5,094 5,089 99.9 5,089 99.9 -        -         -        -         -        -         5         0.1        0 0 0 0 99.4 5        1,068

多賀町 6,689 6,609 98.8 6,078 90.9 -        -         386       5.8        145       2.2        80        1.2        0 2 0 0 76.9 80        387

合計 1,354,726 1,351,360 99.8 1,195,269 88.2 119,428 8.8 22,233 1.6 14,430 1.1 3,366 0.2 9 83 1 3 94.6 3,366     52,057

項目 区分 流域幹線の整備 流域処理場の整備 市町との連携による実行メニュー（概要）

R17まで R17まで

都道府県 湖南中部処理区 日野第二幹線、日野北幹線の整備 現処理能力268,500m3/日からの増設の必要性について、流入水量の状況を踏まえて検討 湖南中部Tでの下水道広域化推進総合事業によるし尿受け入れ（R12供用予定）

実行 湖西処理区 整備済 現処理能力52,500m3/日からの増設の必要性について、流入水量の状況を踏まえて検討

メニュー 東北部処理区 愛東東幹線、湖東幹線、彦根南幹線の整備 現処理能力120,750m3/日からの増設の必要性について、流入水量の状況を踏まえて検討 東北部Tでの下水道広域化推進総合事業によるし尿受け入れ（R14供用予定）

高島処理区 整備済 現処理能力16,400m3/日からの増設の必要性について、流入水量の状況を踏まえて検討
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表 8 令和 27 年度の整備計画（長期計画：整備の完了年度） 

 
注 1）し尿処理場の箇所数は、ヒアリングによる 

注 2）未整備対策進捗率：「100－令和４年度の汚水処理人口普及率」に対して、「令和 27 年度の汚水処理人口普及率－令和４年度の汚水処理人口普及率」が占める割合。 

注 3）未整備人口＝行政人口－汚水処理人口 （その他と同値） 

市町 全体
流域関連

公共下水道
単独

公共下水道
集落排水施設 合併処理浄化槽 その他 処理施設数 ベンチマーク

行政 汚水処理 汚水処理 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 整備 普及率 下水道 集落排水 し尿 し尿 目標値 参考

人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 (林業、小規 処理場 処理場 未整備 未整備 未整備

普及率 模排水含む) （広域） 対策 人口 人口

進捗率 （R27） （R4）

(人) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) （箇所数） （箇所数） （箇所数） （箇所数） （％） (人) (人)

大津市 328,470 328,470 100.0 220,276 67.1 107,327   32.7       -        -         867       0.3        -        -         2 0 1 0 100.0 0 3,273

彦根市 101,726 101,726 100.0 101,726 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         1 0 0 0 100.0 0 5,644

長浜市 87,850 87,850 100.0 84,429 96.1 -        -         3,327     3.8        94        0.1        -        -         0 18 0 0 100.0 0 4,561

近江八幡市 74,229 74,229 100.0 73,072 98.4 219       0.3        549       0.7        389       0.5        -        -         1 2 0 0 100.0 0 4,291

草津市 146,801 146,801 100.0 146,801 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         1 0 0 0 100.0 0 1,201

守山市 85,437 85,437 100.0 85,348 99.9 -        -         -        -         89        0.1        -        -         0 0 0 0 100.0 0 2,108

栗東市 69,950 69,950 100.0 69,923 100.0 -        -         27        0.0        -        -         -        -         0 1 0 0 100.0 0 527

甲賀市 70,000 70,000 100.0 56,465 80.7 8,400     12.0       1,632     2.3        3,503     5.0        -        -         2 8 0 1 100.0 0 10,546

野洲市 45,721 45,721 100.0 45,652 99.8 -        -         -        -         69        0.2        -        -         0 0 0 0 100.0 0 849

湖南市 45,967 45,967 100.0 45,967 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 0 100.0 0 2,304

高島市 31,196 31,196 100.0 28,419 91.1 494       1.6        1,225     3.9        1,058     3.4        -        -         2 15 0 0 100.0 0 3,192

東近江市 98,710 98,710 100.0 97,609 98.9 -        -         -        -         1,101     1.1        -        -         0 0 0 0 100.0 0 7,699

米原市 29,488 29,488 100.0 28,806 97.7 -        -         682       2.3        -        -         -        -         0 4 0 0 100.0 0 807

日野町 17,508 17,508 100.0 17,363 99.2 -        -         -        -         145       0.8        -        -         0 0 0 0 100.0 0 1,538

竜王町 8,564 8,564 100.0 8,564 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 0 100.0 0 586

愛荘町 21,474 21,474 100.0 21,474 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 0 100.0 0 1,165

豊郷町 6,180 6,180 100.0 6,180 100.0 -        -         -        -         -        -         -        -         0 0 0 1 100.0 0 311

甲良町 4,300 4,300 100.0 4,295 99.9 -        -         -        -         5         0.1        -        -         0 0 0 0 100.0 0 1,068

多賀町 6,263 6,263 100.0 5,701 91.0 -        -         362       5.8        200       3.2        -        -         0 2 0 0 100.0 0 387

合計 1,279,834 1,279,834 100.0 1,148,070 89.7 116,440 9.1 7,804 0.6 7,520 0.6 -  -  9 50 1 2 100.0 0 52,057

項目 区分 長期的な整備・運営管理に関する課題 市町との連携による実行メニュー（概要） 実行メニューに対するスケジュール

（実行目標年次）

都道府県 流域下水道 し尿処理施設の統廃合についての検討を継続的に実施 R4時点で163施設ある集落排水施設をR27までに計画的 し尿処理施設について既存施設の共同利用等、効率的な施設運用を検討する

実行 集落排水 処理施設の改築更新は、ストックマネジメント計画に基づいて、 に113施設、流域下水道へ接続 処理施設の改築更新は長寿命化を踏まえて実施予定

メニュー 浄化槽 計画的に実施 集落排水の下水道への接続は、経過年数や市町の要望を踏まえて計画的に実施予定

その他
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